


※ 低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担についても、検討が必要。 8

１号保険料負担について

現行制度
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○意見書では、１号保険料負担の在り方について、介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を抑制することが必要であり、
負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保険者で９段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏まえ、標準段階の多段階化、高所
得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げについて検討を行うがことが適当とされている。具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当
されている公費と保険料の多段階化の役割分担等についてどのように考えるか。
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